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環境基準と類型指定（抜粋） 

 

大気汚染 

物質 環境上の条件 

二酸化いおう １時間値の１日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、１時間値が

0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) （ＳＯ２） 

一酸化炭素 １時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時間値の８時間

平均値が 20ppm 以下であること。(48.5.8告示) （ＣＯ） 

浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) （ＳＰＭ） 

二酸化窒素 １時間値の１日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそ

れ以下であること。(53. 7.11告示) （ＮＯ２） 

光化学オキシダント １時間値が 0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) 

（ＯＸ） 

 

 

騒音 

地域の類型 基準値 

昼間 夜間 

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

 

１ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時から翌日の午前

６時までの間とする。 

２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を

要する地域とする。 

３ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

４ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

※道路騒音、航空機騒音、新幹線騒音は除く。 

  



71 

 

道路騒音 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 
６０デシベル

以下 

５５デシベル

以下 

ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及び ６５デシベル

以下 

６０デシベル

以下 ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

 

幹線道路 

基準値 

昼間 夜間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 
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水質 

 

河川 

項目

類型 

利用目的の 基準値 

適応性 水素イオン

濃度(ｐＨ) 

生物化学的

酸素要求量

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量

（ＳＳ） 

溶存酸素量

（ＤＯ） 

 

大腸菌群数 

ＡＡ 水道１級 6.5以上 １mg/L 25mg/L 7.5mg/L 50MPN/ 

自然環境保全

及びＡ以下の

欄に掲げるも

の 

8.5以下 以下 以下 以上 100mL以下 

Ａ 水道２級 6.5以上 ２mg/L 25mg/L 7.5mg/L 1,000MPN/ 

水産１級 8.5以下 以下 以下 以上 100mL以下 

水浴及びＢ以

下の欄に掲げ

るもの 

          

Ｂ 水道３級 6.5以上 ３mg/L 25mg/L ５mg/L 5,000MPN/ 

水産２級 8.5以下 以下 以下 以上 100mL以下 

及びＣ以下の

欄に掲げるも

の 

          

Ｃ 水産３級 6.5以上 ５mg/L 50mg/L ５mg/L − 

工業用水１級 8.5以下 以下 以下 以上 

及びＤ以下の

欄に掲げるも

の 

        

Ｄ 工業用水２級 6.0以上 ８mg/L 100mg/L ２mg/L − 

農業用水 8.5以下 以下 以下 以上 

及びＥの欄に

掲げるもの 

        

Ｅ 工業用水３級 6.0以上 10mg/L ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと。 

２mg/L − 

環境保全 8.5以下 以下 以上 
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１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

  水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

  水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物

用 

  水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

  水産３級：コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

  工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

  工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

５ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度. 

 

 

海域 

項

目 

類

型 

利用目的の 基準値 

適応性 水素イオン 化学的酸素 溶存酸素量 大腸菌群数 n-ヘキサン 

  濃度 要求量   
 

抽出物質 

  (ｐＨ) (ＣＯＤ) (ＤＯ) 
 

(油分等) 

Ａ 水産１級 7.8以上 ２mg/L 7.5mg/L 1,000MPN/ 検出されな

いこと。 水浴 8.3以下 以下 以上 100mL以下 

自然環境保全         

及びＢ以下の欄

に掲げるもの 

        

Ｂ 水産２級 7.8以上 ３mg/L ５mg/L − 検出されな

いこと。 工業用水 8.3以下 以下 以上 

及びＣの欄に掲

げるもの 

      

Ｃ 環境保全 7.0以上 ８mg/L ２mg/L − − 

8.3以下 以下 以上 

 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

  水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

３ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

  


	環境基準と類型指定（抜粋）
	大気汚染
	騒音
	道路騒音
	幹線道路


	水質
	河川
	海域


